
 

２０２０年３月３１日 

若松ガス株式会社 

 

 

 新型コロナウイルス感染拡大に伴うガス料金の特別措置について  

 

 

 このたびの新型コロナウイルス感染症により生活に影響を受けられている皆さまに、心よりお見舞いを申し上げ

ます。 

新型コロナウイルス感染症の影響により、ガス料金の支払いが困難な事情にある方に対しまして、経済産業

省から支払期日の猶予の要請がありました。 

つきましては、以下の特別措置を実施することといたしましたので、該当するお客さまで、特別措置の適用を

希望される場合は、下記の当社問い合わせ先までお申し出ください。 

 

 

１．適用対象 

新型コロナウイルス感染症の影響による休業および失業等で、社会福祉協議会から、生活福祉資金貸付

制度「緊急小口資金」または「総合支援資金」の特例措置貸付を受けた方で、当社に申し出られたお客さま 

 

２．特別措置の内容 

適 用 月：２０２０年２、３、４月検針分 

適用内容：各月のガス料金支払期日の１ケ月延長 

 

３．お問い合わせ先 

各支店の料金担当までお問い合わせください 

【若 松 支 店】０２４２－２８－１４２０(直通) 

【福 島 支 店】０２４－５４５－２１１８ 

【郡 山 支 店】０２４－９４６－００１１ 

【猪苗代支店】０２４２－６２－４７５１ 

【坂 下 支 店】０２４２－８３－０２５５ 

電話対応受付時間：８：３０～１７：３０（土・日・祝日を除く） 

※当社ホームページお問い合わせフォーム https://www.wakagas.co.jp/inquiry/inquiry.php 


